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Ⅰ 苅田町の財務書類の公表について 

１ 地方公会計制度の概要 
 国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されてきました。と

ころが単式簿記は、発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去から積み上げた資産や負債な

どの状況を把握できないこと、また減価償却や引当金といった会計手続きの概念がないといった弱点が

ありました。 

 平成１８年６月「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」が成立したこ

とにより、地方の資産・債務改革の一環として、自治体の資産や債務の管理に必要な公会計をさらに整

備することを目的に、総務省では「新地方公会計制度研究会」を発足させました。同研究会からは平成

１８年５月に「新地方公会計制度研究会報告書」が公表され、続けて同年８月には総務省から「地方公

共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が示されました。この指針では、地方公共団体の

公会計の整備について、国の作成基準に準拠した新たな方式による財務書類（貸借対照表、行政コスト

計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）の作成及び開示を行うよう、地方公共団体に対して要請

を行いました。 

この要請に基づき各地方公共団体では公会計の整備を着々と進めていきましたが、総務省は新地方公

会計制度の導入にあたり、「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の二つのモデルを示していまし

た。東京都は東京都方式、大阪府は大阪府方式とありましたが、複数あることで他団体比較ができない

等の問題が生じていたため、平成２５年８月に「研究会 中間とりまとめ」が公表、平成２６年３月に

「地方自治体における固定資産台帳の整備等に関する作業部会報告書」「財務書類作成基準に関する作

業部会報告書」が公表されました。そして、平成２７年 1 月に統一的な基準による地方公会計マニュア

ルが公表され、すべての地方公共団体へこの統一的な基準での財務書類を平成３０年３月までに作成す

るよう要請されました。 

２ 苅田町の取り組み 
 こうした状況の中、苅田町では、平成２６年度決算から、「統一的な基準」により、固定資産台帳の

整備を行いました。そのうえで一般会計だけでなく、特別会計も含む全体会計の財務書類を作成してい

ます。このことにより、現金の取引情報にとどまらず資産や負債の状況も把握できるようになりました。

住民にとっても苅田町の財務状況がどういったものであるかを判断することが出来る材料の 1 つになっ

ています。 

３ 統一的な基準の特徴 
 統一的な基準による特徴として、固定資産台帳を整備し、資産の耐用年数に応じた減価償却費といっ

た現金支出を伴わないコストの把握や、物を購入した場合に資産が増える一方、現金が減るといったよ

うに経済事象を二面的に捉える手法を用いていることが挙げられます。（発生主義、複式簿記の導入、

固定資産台帳の整備） 
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また、各地方公共団体が統一的な基準により財務書類を作成することで、他の地方公共団体との比較

を容易とし、財政状況や資産の状況等を客観的に分析できることが挙げられます。この統一的な基準に

よる財務書類の作成は、複数の地方公共団体により構成される一部事務組合や広域連合にも求められて

います。一部事務組合や広域連合は各構成団体の負担により運営されており、解散した場合はその資産

や負債は最終的には各構成団体に承継されます。統一的な基準により、これら団体も連結させた財務書

類を作成することで、苅田町単体の資産や負債の把握だけではなく、総体的な財務情報の把握をするこ

とができます。 

４ 作成基準日 
作成基準日は、各会計年度の最終日としました。今回の平成２９年度決算分では平成３０年３月３１

日となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間（翌年度４月１日から５月３１日ま

での間）の収支については、基準日までに終了したものとみなして取り扱っています。 

５ 作成対象とする範囲 
（１）連結の目的と必要性 

町では一般会計等で実施している事業のほかにも、特別会計で国民健康保険事業や介護保険事業、公

営企業会計で水道事業や下水道事業など、町民の皆様と密接な関わりをもつ事業を行っています。 

また、こうした町自らが行う事業とは別に、公益法人などの関係団体と連携協力して実施する行政サ

ービスもあります。 

町の財政は一般会計等のみで成り立っているのではないため、苅田町全体の資産・負債・行政コスト・

収益等の情報に関する財務活動を分析する場合には、連結財務書類を用いる必要があります。連結財務

書類は、一般会計等や特別会計に加え、公営企業会計及び町が一定割合以上を出資している関係団体や

法人をひとつの行政サービス実施主体とみなして作成する財務書類です。 

（２） 連結の手法 

連結財務書類の基礎となる各会計や法人の個別財務書類は、基本的に各会計・団体・法人固有の会計

基準等に則って作成されています。 

そのため、連結を行うためには、まず一般会計等で作成した財務書類を基準として各会計が作成した

財務書類に調整を加える必要があります。 

その際に、同じ内容でも会計基準によって表示科目が異なる場合は、連結財務書類の科目に揃えるた

め、原則として一般会計等に準じて表示科目の読替を行います。 

また、連結財務書類は、連結グループというひとつの行政サービス実施主体が外部と行った取引によ

り発生した資産・負債・行政コスト・収益等のみを計上することとなるため、連結対象となる会計や法

人間で行われた次のような取引は、内部取引とみなし、原則としてすべて相殺消去を行います。 

＜相殺消去の対象となる取引＞ 

・一般会計等と公営事業会計等間の繰出金と繰入金 

・一般会計等から関係団体への出資金と、関係団体の基本金 

・一般会計等から関係団体への貸付金と、関係団体の借入金 

・一般会計等から関係団体への補助金の支給と、関係団体の補助金の受入  等 
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※全体会計とは、一般会計に特別会計や公営企業会計を含めた会計で、連結会計とは、 

全体会計に一部事務組合などの関係団体を含めたものです。 

※未連結の団体について 

関連団体からの統一的な基準での財務４表の提供がなかったため今回は連結対象外としています。 

団 体 （ 会 計 ） 名 

連 

結 

会 

計 

全 

体 

会 

計 

一
般
会
計
等 

一般会計 

土地区画整理事業特別会計 

住宅新築資金等特別会計 

京都郡公平委員会特別会計 

特 

別 

会 

計 

国民健康保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

介護保険特別会計 

臨空産業団地開発事業特別会計 

水道事業会計 

下水道事業会計 

第
三
セ
ク
タ
ー 

・ 

地
方
三
公
社 

・ 

一
部
事
務
組
合 

・ 

広
域
連
合 

ピュアタウン苅田 

苅田エコプラント 

苅田町土地開発公社 

苅田町農業公社 

福岡県後期高齢者医療広域連合(一般会計) 

福岡県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計) 

京築地区水道企業団 

(京築地区水道企業団水道用水供給事業会計) 

福岡県自治振興組合 

福岡県市町村職員退職手当組合(一般会計) 

福岡県市町村職員退職手当組合(基金特別会計) 

京築広域市町村圏事務組合(一般会計) 

京築広域市町村圏事務組合 

(行橋京都メディカルセンター特別会計)※未連結 

福岡県自治会館管理組合(一般会計) 

福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合(一般会計) 
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Ⅱ 苅田町の財務書類（一般会計等）について 

１ 貸借対照表 

（平成３０年３月３１日現在） 

地方公共団体の決算書は、１年間で、どのような収入がいくらあり、その収入を何にいくら使ったか、という単

年度の状況は把握できますが、現在、どれだけの資産や負債があるのか、という情報は把握ができません。この貸

借対照表では、基準日現在で、どれだけの資産や負債があるのかを把握できます。 

左側の「資産」は、保有する資産の内容や額が記載してあります。 

右側の「負債」及び「純資産」は、「資産」を形成するためにどのような財源措置をしてきたかを表しています。 

「負債」は、今後、負担すべき債務であることから将来世代に対しての負担ととらえることができ、一方で、「純

資産」は、今後負担する必要性のない資産、言い換えればこれまでの世代や現在の世代、または国、県が負担した

分となります。 

 

 

 

 

貸借対照表(BS) （単位：千円）
平成 平成 平成 平成

28年度 29年度 28年度 29年度

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 45,633,925 92.1% 44,772,276 90.4%   固定負債 13,881,803 28.0% 12,970,412 26.2%

    有形固定資産 40,649,055 82.0% 39,892,617 80.6%     地方債等 11,165,287 22.5% 10,256,978 20.7%

      事業用資産 21,911,707 44.2% 21,405,222 43.2%     長期未払金 - - - -

      インフラ資産 18,439,618 37.2% 18,231,719 36.8%     退職手当引当金 2,538,485 5.1% 2,579,182 5.2%

      物品 297,729 0.6% 255,676 0.5%     損失補償等引当金 - - - -

    無形固定資産 801,108 1.6% 725,137 1.5%     その他 178,032 0.4% 134,253 0.3%

    投資その他の資産 4,183,762 8.4% 4,154,522 8.4%   流動負債 1,651,489 3.3% 1,619,900 3.3%

      投資及び出資金 2,104,859 4.2% 2,203,833 4.5%     １年内償還予定地方債等 1,322,984 2.7% 1,302,939 2.6%

      投資損失引当金 - - 9,904△ 0.0%     未払金 - - - -

      長期延滞債権 559,920 1.1% 365,906 0.7%     未払費用 - - - -

      長期貸付金 118,726 0.2% 99,939 0.2%     前受金 - - - -

      基金 1,432,124 2.9% 1,532,377 3.1%     前受収益 - - - -

      その他 - - - -     賞与等引当金 148,042 0.3% 154,371 0.3%

      徴収不能引当金 31,867△ -0.1% 37,629△ -0.1%     預り金 114,994 0.2% 115,840 0.2%

  流動資産 3,936,283 7.9% 4,740,645 9.6%     その他 65,469 0.1% 46,750 0.1%

    現金預金 1,013,765 2.0% 1,136,373 2.3%

    未収金 75,623 0.2% 78,440 0.2% 負債合計 15,533,293 31.3% 14,590,312 29.5%

    短期貸付金 9,495 0.0% 10,366 0.0% 【純資産の部】

    基金 2,845,680 5.7% 3,463,850 7.0%   固定資産等形成分 48,489,100 48,246,492 
    棚卸資産 - - 58,724 0.1%   余剰分（不足分） 14,452,185△ 13,323,883△ 

    その他 - - - -   他団体出資等分 - - - -

    徴収不能引当金 8,281△ 0.0% 7,108△ 0.0%

  繰延資産 - - - - 純資産合計 34,036,915 68.7% 34,922,609 70.5%

資産合計 49,570,208 100.0% 49,512,921 100.0% 負債及び純資産合計 49,570,208 100.0% 49,512,921 100.0%

※四捨五入の端数処理により合計等に齟齬が生じる場合があります。

科目名
構成

比率

構成

比率 科目名
構成

比率

構成

比率



 5 

用語解説 

固定資産 

事業用資産･･････公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産 

（例：庁舎、学校、公民館、町営住宅、福祉施設など） 

インフラ資産･･････社会基盤となる資産 （例：道路、橋、公園など） 

物品･･････車輛、物品、美術品など 

無形固定資産･･････ソフトウェア、ソフトウェア（リース）など 

投資及び出資金･･････有価証券、出資金、出損金など 

投資損失引当金･･････保有株式の実質価格が低下した場合に計上 

長期延滞債権･･････滞納繰越調定収入未済分 

長期貸付金･･････自治法第 240 条第 1 項に規定する債権である貸付金 （流動資産に区分されるもの以外） 

～貸借対照表の現状（一般会計等）～ 

（１）資産 

これまでに形成された資産は、495 億１千２９２万１千円となっています。このうち８２.１％は土地

や建物、工作物等の有形固定資産及びソフトウェア等の無形固定資産で形成されています。また基金は固

定資産（特定目的基金分）、流動資産（財政調整基金、公債償還基金分）合わせて 4９億９千６２２万７

千円所有しており、資産の１０.１％を占めています。平成 29 年度は前年度と比較して、財政調整基金の

積立等により流動資産が約８億円増加した一方、固定資産は資産の増加よりも減価償却による資産の減少

が大きく約８億６千万円減少し、資産全体では５千７２８万 7 千円の減少となりました。 

（２）負債 

将来の負担となる負債は、1４５億９千３１万２千円となっており、資産に対して 29.5％となっていま

す。内訳は、地方債が 1１５億５千９９１万７千円と最も多くなっており、次いで退職手当引当金 25 億

７千９１8 万２千円となっています。平成２９年度の負債は前年度と比較して、９億 4 千 298 万 1 千円

の減少となっていますが、これは地方債において新規借入額よりも償還額の方が大きく地方債の償還が進

んだことが要因です。 

（３）純資産 

純資産は、現世代によって負担され将来世代へ引き継ぐ資産のことで、資産に対して負担の必要性がな

い金額を指しており、資産に対して７０ .５％となっています。内訳は固定資産等形成分では 482 億４千

６４９万２千円、不足分△1３３億２千３８８万３千円となっています。 

流動負債 16 億１千９９０万円に対して、流動資産が４７億４千６４万５千円となっていますが、これ

は 1 年以内に償還する地方債などに対して、手元の資金がどのくらいあるかを表すもので、平成２９年度

は約 31 億円のプラスとなっているため、財政の安定性はあると言えます。その一方、純資産の部の「余

剰分（不足分）」がマイナス数値、すなわち不足分となっていますが、これは固定負債に計上された退職

手当引当金や地方債の償還といった将来の財政負担に関し、現時点でその財源となる流動資産の現金（基

金を除く）が十分に確保されていない状態です。貸借対照表における余剰分（不足分）は多くの地方公共

団体がマイナスとなることが多く、これは基準日時点における【将来の金銭必要額】を示しています。  

各会計年度における歳出（支出）は、その年度の歳入（収入）をもって、これに充てなければならない

という地方公共団体の予算の原則がありますが、単年度の視点ではなく、将来の金銭必要額に留意し、長

期的な視点から健全な財政運営を行っていく必要があります。  
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基金･･････流動資産に区分される以外の基金（減債基金、その他の基金） 

その他･･････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額 

（不納欠損額）を見積もったもの 

流動資産 

現金預金 ･･････手元現金や普通預金など 

未収金･･････税金や使用料などの未収金など 

短期貸付金･･････貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 

基金･･････財政調整基金 

棚卸資産･･････売却目的保有資産（量水器等） 

その他･･････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額 

（不納欠損額）を見積もったもの（長期延滞債権分） 

固定負債 

地方債･･････地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が 1 年超のもの 

長期未払金･･････自治法第 214 条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされる 

          もの及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以外 

退職手当引当金･･････原則期末自己都合要支給額 

損失補償等引当金･･････履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体財政健全化法上、

将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上 

その他･･････上記以外の固定負債 

流動負債 

1 年内償還予定地方債･･････地方公共団体が発行した地方債のうち、1 年以内に償還 

予定のもの 

未払金･･････基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が確定し、 

        または合理的に見積もることができるもの 

未払費用･･････一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基準日時点において既に提供され

た役務に対して未だその対価の支払を終えていないもの 

前受金･･････基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する義務の履行を行っていないもの 

前受収益･･････一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点において未だ提供していない

役務に対し支払を受けたもの 

賞与等引当金･･････基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び福利厚生費 

預り金･･････基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債 

その他･･････上記以外の流動負債 
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２ 行政コスト計算書 

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書にあたるもので、行政運営にかかったコストのうち、例えば人的サ

ービスや給付サービスなど、資産形成につながらない行政サービスに要したコストを表したものです。また、実際

に現金の支出を伴うサービスのほかに、減価償却費や退職手当引当金などの現金支出を伴わないコストまでを含ん

で表しています。 

さらに、その行政サービスの提供に対する直接の対価である使用料や手数料といった受益者負担がどの程度あっ

たかを把握することができます。 

経常費用と経常収益の差額である純経常行政コストは、受益者負担以外の町税や地方交付税，国庫支出金・県支

出金などで賄わなければならないコストを表すことになります。 

こうしたコストを把握することは、町の内部的には行政活動の効率性につながり、また、単年度の資産形成費用

の多寡にのみ着目せずに、長期的なコスト意識を醸成することにもつながるものと考えられます。さらにこれらの

コストに対し、使用料等の住民負担がどうであったかを明らかにすることもできます。 

 

 

行政コスト計算書(PL)
平成 平成

28年度 29年度

  経常費用 11,663,232 100.0% 12,032,238 100.0%

    業務費用 7,596,435 65.1% 7,977,728 66.3%

      人件費 2,434,929 20.9% 2,427,546 20.2%

      物件費等 4,864,861 41.7% 5,137,628 42.7%

        うち減価償却費 1,117,111 9.6% 1,137,589 9.5%

      その他の業務費用 296,646 2.5% 412,554 3.4%

    移転費用 4,066,796 34.9% 4,054,510 33.7%

      補助金等 1,138,750 9.8% 1,125,219 9.4%

      社会保障給付 1,754,996 15.0% 1,775,053 14.8%

      他会計への繰出金 1,077,146 9.2% 1,136,885 9.4%

      その他 95,904 0.8% 17,353 0.1%

  経常収益 440,185 3.8% 478,579 4.0%

    使用料及び手数料 153,609 182,928 
    その他 286,576 295,652 
純経常行政コスト 11,223,047 11,553,659 
  臨時損失 3,248 12,389 
  臨時利益 328,717 72,805 
純行政コスト 10,897,579 11,493,242 

科目名
構成

比率

構成

比率

（単位：千円）

※四捨五入の端数処理により合計等に齟齬が生じる場合があります。
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用語解説 

経常費用 

業務費用 

人件費 ･･････給与・報酬や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など 

物件費等･･････旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、施設等の維持修繕にかかる経費や事業

用資産の減価償却費など 

その他の業務費用･･････支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付など 

移転費用･･････住民への補助金や社会保障関係費、特別会計への資金移動など 

経常収益 

使用料及び手数料･･････財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭 

その他･･････雑入、過料、預金利子など 

臨時損失 ･･････資産除売却損 

臨時収益 ･･････資産売却益、受取配当金 

 

 

 

～行政コスト計算書の現状（一般会計等）～ 

（１）経常費用 

毎年継続的に発生する費用である経常費用の総額は 1２０億３千 2２3 万８千円となっています。業務

費用と移転費用に分かれており、人件費や物件費等の業務費用が 7９億７千７７２万８千円で 6６.３％、

補助金や医療費等の社会保障給付、他会計への繰出金等外部へ支出される移転費用が 40 億５千４５１万

円で 3３.７％となっています。物件費等の中には、現金の支出はないものの、固定資産の消耗（資産価値

の減少）として減価償却費が含まれており、11 億３千 7５８万９千円となっています。 

（２）経常収益 

一方で、サービスの対価として徴収する使用料や手数料、その他雑入等の毎年継続的に収入する経常収

益の総額は 4 億７千８５７万９千円となっており、経常費用に対して 4.0％になっています。この数字は

将来的には受益者負担が適正かどうかを検討する場合の 1 つの材料として使用することが考えられます。

経常費用から経常収益を引いた純経常行政コスト、すなわち地方公共団体の提供したサービスに対する直

接的な収入では賄いきれなかったコストは 115 億 5 千 365 万 9 千円となっています。 

（３）純行政コスト 

災害復旧費や土地の売却等の臨時的に発生した損益を含めて、サービスに対する直接的な収入や臨時収

入では賄いきれなかった最終的な純行政コストは、114 億 9 千 324 万 2 千円となっています。この賄い

きれなかったコストがどのように賄われることになるかは、純資産変動計算書を見る必要があります。  
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 純資産変動計算書 

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が、１年間でどのような要因で増減したか、を表すもので、本年度末

純資産残高は貸借対照表の純資産合計と一致します。行政コスト計算書には計上されていない、税収等や国県等補

助金が、本表の財源の調達欄に計上されています。また、「純行政コスト」の額は、行政コスト計算書の純行政コ

スト（「経常費用－経常収益＋臨時損失－臨時収益」）の金額と一致します（純資産変動計算書上はマイナス要因

です）。 

 

純資産変動計算書(NW) （単位：千円）
平成 平成 前年比

28年度
構成

比率 29年度
構成

比率 増減額

前年度末純資産残高 33,246,772 34,036,915 790,143 
  純行政コスト（△） 10,897,579△ 11,493,242△ 595,664△ 
  財源 11,680,221 100.0% 12,293,300 100.0% 613,078 
    税収等 9,174,072 78.5% 9,716,731 79.0% 542,660 
    国県等補助金 2,506,150 21.5% 2,576,568 21.0% 70,419 
  本年度差額 782,643 800,058 17,415 
  固定資産等の変動（内部変動） - - -
    有形固定資産等の増加 - - -
    有形固定資産等の減少 - - -
    貸付金・基金等の増加 - - -
    貸付金・基金等の減少 - - -
  資産評価差額 - 28,926 28,926 
  無償所管換等 7,500 35,117△ 42,617△ 
  他団体出資等分の増加 - - -
  他団体出資等分の減少 - - -
  比例連結割合変更に伴う差額 - - -
  その他 - 91,826 33,102 
  本年度純資産変動額 790,143 885,693 95,550 
本年度末純資産残高 34,036,915 34,922,609 885,693 

科目名

※四捨五入の端数処理により合計等に齟齬が生じる場合があります。

～純資産変動計算書の現状（一般会計等）～ 

（１）本年度差額 

先ほどの行政コスト計算書で計算されたサービスに対する直接的な収入や臨時収入では賄いきれなかっ

た最終的な純行政コストが、どのような財源で賄われ、残余部分がどの程度あるかを示しています。 

 純行政コスト 114 億 9 千 324 万 2 千円に対して、町税や各種交付金、分担金や負担金、他会計から

の繰入金である税収等は 97 億 1 千 673 万 1 千円、国県等からの補助金が 25 億 7 千 656 万 8 千円と

なっており、純行政コストと財源の差額は 8 億 5 万 8 千円となっています。 

（２）本年度純資産残高 

本年度差額に無償で取得した資産等の増減を加味した本年度純資産変動額は 8 億 8 千 569 万 3 千円と

なっており、現世代の負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したことを意味します。1 年間の行

政活動の結果、本年度末純資産残高は 349 億 2 千 260 万 9 千円となっています。 
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用語解説 

前年度末純資産高 ･･････前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致） 

 

純行政コスト 

･･･････行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスなど、資産形

成につながらない行政サービスに係る費用（行政コスト計算書の「純行政コスト」

と一致） 

 

財源 

  税収等･･･････地方税、地方交付税、地方譲与税など 

  国庫等補助金･･･････国庫支出金及び都道府県支出金など 

資産評価差額 ･･･････有価証券等の評価差額 

 

無償所管替等 ･･･････無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など 

 

その他 ･･････上記以外の純資産の変動（調査判明の資産） 
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４ 資金収支計算書 

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

資金収支計算書は、単年度の資金の収支を表し、１年間の資金の増減を、業務活動収支・投資活動収支・財務活

動収支の３区分にわけ、どのような活動に資金が必要であったかを示しています。また、本年度末現金預金残高は、

貸借対照表の金融資産の資金の金額と一致します。 

業務活動収支は、日常の行政サービスを行ううえでの収入と支出を表しています。投資活動収支は、資産形成に

関する収入と支出を言います。財務活動収支とは、地方債等の借入や償還に関する支出を言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金収支計算書(CF) （単位：千円）
平成 平成 前年比

28年度
構成

比率 29年度
構成

比率 増減額

【業務活動収支】 1,312,062 2,071,566 759,504 
  業務支出 10,455,318 10,588,933 133,615 
    業務費用支出 6,388,521 6,534,423 145,902 
      　内、支払利息支出 131,442 106,686 24,756△ 
    移転費用支出 4,066,796 4,054,510 12,287△ 
  業務収入 11,770,097 12,662,775 892,678 
  臨時支出 2,717 2,276 442△ 
  臨時収入 - - -
業務活動収支 1,312,062 2,071,566 759,504 
【投資活動収支】 253,511△ 966,139△ 712,628△ 
  投資活動支出 1,801,591 1,286,831 514,760△ 
  投資活動収入 1,548,080 320,692 1,227,388△ 

投資活動収支 253,511△ 966,139△ 712,628△ 
基礎的財政収支 1,189,993 1,212,113 22,121 
【財務活動収支】 790,123△ 983,665△ 193,542△ 
  財務活動支出 1,295,423 1,380,365 84,942 
  財務活動収入 505,300 396,700 108,600△ 
財務活動収支 790,123△ 983,665△ 193,542△ 
本年度資金収支額 268,428 121,762 146,665△ 
前年度末資金残高 630,343 898,771 268,428 
本年度末資金残高 898,771 1,020,533 121,762 
前年度末歳計外現金残高 109,696 114,994 5,298 
本年度歳計外現金増減額 5,298 845 4,453△ 
本年度末歳計外現金残高 114,994 115,840 845 
本年度末現金預金残高 1,013,765 1,136,373 122,608 

科目名

※四捨五入の端数処理により合計等に齟齬が生じる場合があります。
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用語解説 

業務支出 ･･････経常的な行政サービスに必要な支出。人件費や施設等の維持管理費、社会保障給付など。 

 

業務収入   ･･････税金や使用料、補助金等の経常的な収入など。 

 

臨時支出・収入 …災害復旧費等の臨時的な支出や臨時的な資産の売却益や補助金の臨時的な収入など。 

 

投資活動支出 ････道路や公共施設等の固定遺産形成、出資金や基金積立のための支出。 

 

投資活動収入 ････固定資産形成のための補助金や基金の取り崩し、資産の売却などの収入。 

 

財務活動支出・収入 ････主に地方債の償還の支出や借入収入。 

 

～資金収支計算書の現状（一般会計等）～ 

（１）業務活動収支 

人件費や物件費等の行政サービスを行うために必要な事務費や施設等の維持管理費、医療費等の社会保

障給付や他団体への補助金等の支出に対して、税収や業務活動に係る国県補助金等の収入がどれくらいあ

ったかを表しています。業務支出 105 億 8 千 893 万 3 千円に対して、業務収入 126 億 6 千 277 万 5

千円となっており、業務活動収支は 20 億 7 千 156 万 6 千円の黒字となっています。 

（２）投資活動収支 

公共施設・インフラ等の整備や基金の積立、貸付金、出資金等の資本形成における臨時・特別に発生す

る支出に対して、その財源として国県等補助金や貸付金回収収入、資産売却収入等がどれくらいあったか

を表しています。投資活動支出 12 億 8 千 683 万 1 千円に対して、投資活動収入 3 億 2 千 69 万 2 千

円となっており、投資活動収支は 9 億 6 千 613 万 9 千円の赤字となっています。投資活動収支は通常赤

字になることが多く、これは公共施設・インフラ等の整備は全額国県等補助金で行われるわけではないた

めです。 

（3）財務活動収支 

 財務活動収支は町債の発行と償還のバランスを見るもので、町債の償還（支出）13 億 8 千 36 万 5 千

円に対して、平成 29 年度に発行した町債（収入）は 3 億 9 千 670 万円となっており、財務活動収支は

9 億 8 千 366 万 5 千円の赤字となっています。つまり、町債を償還した額が発行した額よりも多かった

ことを表し、負債である地方債の総額の減少となりました。 

（4）基礎的財政収支 

 基礎的財政収支とは、町債の償還額と発行額を除くことにより、つまり（1）業務活動収支（※支払利息

支出を除く）と（2）投資活動収支（※基金を除く）の合算収支を算出することで、毎年の行政運営に係

る経費を税収等の財源で賄われているかを表します。本町では 19 億 2 千 953 万 6 千円の黒字となって

おり、地方債に頼らない持続可能な財政運営であるといえます。  
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Ⅲ 苅田町の財務書類（全体会計・連結会計）について 

１ 貸借対照表（平成３０年３月３１日現在） 

 

２ 行政コスト計算書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合
1.固定資産 67,741,400 90.6% 69,288,356 89.2% 1.固定負債 30,477,893 40.8% 31,697,905 40.8%

（1）有形固定資産 62,825,145 84.0% 64,422,689 83.0% 　　　（1）地方債 19,186,081 25.7% 19,700,275 25.4%
　　　事業用資産 21,426,647 28.7% 21,816,207 28.1% 　　　（2）長期未払金 - - - -
　　　インフラ資産 38,761,942 51.8% 39,793,422 51.2% 　　　（3）退職手当引当金 2,579,182 3.4% 2,610,621 3.4%
　　　物品 2,636,555 3.5% 2,813,061 3.6% 　　　（4）損失補償等引当金 - - - -
（2）無形固定資産 1,438,349 1.9% 2,132,739 2.7% 　　　（5）その他 8,712,630 11.7% 9,387,008 12.1%
（3）投資その他の資産 3,477,907 4.7% 2,732,927 3.5%
      投資及び出資金 1,128,202 1.5% 345,378 0.4% 2.流動負債 2,907,298 3.9% 3,472,004 4.5%
      投資損失引当金 △ 9,904 0.0% - - 　　　（1）1年内償還予定地方債 1,904,595 2.5% 2,375,014 3.1%
      長期延滞債権 583,389 0.8% 583,389 0.8% 　　　（2）未払金 282,477 0.4% 303,099 0.4%
      長期貸付金 99,939 0.1% 99,939 0.1% 　　　（3）未払費用 - - 36,181 0.0%
      基金 1,738,016 2.3% 1,765,353 2.3% 　　　（4）前受金 26,079 0.0% 60,880 0.1%
      その他 - - 603 0.0% 　　　（5）前受収益 - - - -
      徴収不能引当金 △ 61,735 -0.1% △ 61,735 -0.1% 　　　（6）賞与等引当金 173,028 0.2% 173,659 0.2%

2.流動資産 7,037,544 9.4% 8,368,239 10.8% 　　　（7）預り金 183,588 0.2% 185,084 0.2%
（1）現金預金 2,901,724 3.9% 3,332,847 4.3% 　　　（8）その他 337,530 0.5% 338,087 0.4%
（2）未収金 394,586 0.5% 513,813 0.7%
（3）短期貸付金 10,366 0.0% 10,366 0.0% 　負債の部合計 33,385,190 44.6% 35,169,908 45.3%
（4）基金 3,463,850 4.6% 3,543,616 4.6% （1）固定資産等形成分 71,215,616 72,842,337
（5）棚卸資産 288,360 0.4% 948,992 1.2% （2）余剰分（不足分） △ 29,821,863 △ 30,537,015
（6）その他 - - 39,948 0.1% （3）他団体出資等分 - 181,364
（7）徴収不能引当金 △ 21,342 0.0% △ 21,342 0.0%
（8）繰延資産 - - - - 　純資産の部合計 41,393,754 55.4% 42,486,686 54.7%

　資産の部合計 74,778,944 100.0% 77,656,595 100.0% 　負債及び純資産の部合計 74,778,944 100.0% 77,656,595 100.0%

※資産合計額に対する金融資産の割合 14.1% 14.3%

全体会計 連結会計

単位：千円

貸借対照表
資産の部 負債の部
資産の部 負債及び純資産の部

勘定科目
全体会計 連結会計

勘定科目

金額 割合 金額 割合
経常費用 19,373,025 100.0% 23,607,377 100.0%

1.業務費用 10,066,095 52.0% 10,554,410 44.7%

　　　（1）人件費 2,687,548 13.9% 2,727,250 11.6%

　　　（2）物件費等 6,585,860 34.0% 7,049,944 29.9%

          内、減価償却費 1,870,299 9.7% 1,967,928 8.3%

　　　（3）その他の業務費用 792,686 4.1% 777,215 3.3%

2.移転費用 9,306,930 48.0% 13,052,967 55.3%

　　　（1）補助金等 7,508,640 38.8% 11,248,810 47.6%

　　　（2）社会保障給付 1,777,492 9.2% 1,777,492 7.5%

　　　（3）他会計への繰出金 - - - -

　　　（4）その他 20,798 0.1% 26,666 0.1%

経常収益 1,723,613 8.9% 2,253,628 9.5%

1.使用料及び手数料 1,229,989 1,292,642
2.その他 493,625 960,986
純経常行政コスト 17,649,411 21,353,749
臨時損失 13,485 40,001
臨時利益 97,706 97,842
純行政コスト 17,565,190 21,295,908

単位：千円

行政コスト計算書

勘定科目
全体会計 連結会計

※四捨五入の端数処理により合計等に齟齬が生じる場合があります。 
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３ 純資産変動計算書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

４ 資金収支計算書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

 

単位：千円

全体会計 連結会計
全体会計 連結会計

金額 金額
前年度末純資産残高 40,301,716 41,214,026
1.純行政コスト △ 17,565,190 △ 21,295,908
2.財源 18,308,865 22,145,093
　　　（1）税収等 13,728,945 15,606,507
　　　（2）国県等補助金 4,579,920 6,538,586
　本年度差額 743,675 849,185
固定資産の変動（内部変動） - -
資産評価差額 28,926 28,926
無償所管換等 △ 310,693 △ 310,693
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
比例連結割合変更に伴う差額 - 75,114
その他 630,129 630,129
　本年度純資産変動額 1,092,037 1,272,660
本年度末純資産残高 41,393,754 42,486,686

純資産変動計算書

勘定科目

単位：千円

全体会計 連結会計
金額 金額

1.業務活動収支 2,823,296 2,866,234
　　業務支出 17,001,645 21,244,912
　　　内、支払利息支出 273,451 284,201
　　業務収入 19,827,197 24,149,810
　　臨時支出 2,281 38,689
　　臨時収入 25 25
2.投資活動収支 △ 1,209,138 △ 1,333,639
　　投資活動支出 1,822,223 2,002,097
　　投資活動収入 613,085 668,459

基礎的財政収支 1,887,608 1,816,796

3.財務活動収支 △ 1,243,874 △ 1,252,762
　　財務活動支出 2,215,737 2,685,210
　　財務活動収入 971,863 1,432,448
本年度資金収支額 370,284 279,834
前年度末資金残高 2,415,600 2,936,202
比例連結割合変更に伴う差額 - 961
本年度末資金残高 2,785,884 3,216,996

前年度末歳計外現金高 114,994 114,998
本年度末歳計外現金増減額 845 852
本年度末歳計外現金高 115,840 115,851
本年度末現金預金残高 2,901,724 3,332,847

資金収支計算書

勘定科目
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Ⅳ 財務書類の分析について（一般会計等） 

１ 将来世代に残る資産はどのくらいか 

  ①住民 1 人当たり資産額 ※貸借対照表を用います。 

   資産総額÷人口 

49,512,921 千円÷37,363 人（H30.1.1 現在）＝132 万 5 千円 

     ②歳入額対資産比率  ※貸借対照表及び資金収支計算書を用います。 

      資産形成に何年分の収入が充当されたかを見る指標で、この指標が高ければ社会資本の整備に重点を

置いてきたことを表します。しかし、施設やインフラの維持管理費等の負担が大きくなり、収入規模に

対して過度な資産形成を行っている場合は、今後の施設の大規模改修や更新といった将来の大きな財政

負担になる可能性があります。 

      ※実際に資産形成にどれくらいの年数がかかったかを示す指標ではありません。 

      資産総額÷歳入総額 

      49,512,921 千円÷14,278,938 千円＝3.5 年 

      地方公共団体の平均的な値は 3.0～7.0 年と言われています。 

  ③資産老朽化比率 ※貸借対照表を用います。 

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出し、耐用年数に対

して資産の取得からどの程度経過しているかを表します。 

減価償却累計額÷（有形固定資産総額－土地-建設仮勘定+減価償却累計額） 

26,019,388 千円÷（39,892,617 千円－19,144,402 千円-104,702 千円+26,019,388 千円）

＝55.8% 

      多くの自治体の平均値は 35％～50％の間と言われていますので、苅田町では資産の老朽化が進んで

いることが分かります。将来的に施設・インフラの更新や統廃合の検討を行う 1 つの指標になります。 

     ④有形固定資産の行政目的別割合 

      有形固定資産を資産の目的ごとに分類すると下記の図のとおりになります。苅田町では道路等のイン

フラ資産が最も多くなっており、次いで学校や公民館等の教育資産となっています。 
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２ 将来世代と現世代との負担の分担は適切か 

     ①純資産比率 ※貸借対照表を用います。 

自治体では地方債の発行を通じて将来世代と現世代の負担の配分を行います。純資産の変動は将来世

代と現世代との負担割合の変動を意味します。純資産が減少するということは、現世代が将来世代にと

っても利用可能な資産を消費して便益を享受する一方で、将来世代に負担が先送りされたことを意味し

ます。企業会計で言う自己資本比率に相当するものです。 

ただし、将来世代の負担となる町債の発行については、原則として将来に渡って受益の及ぶ公共施設

等の建設に充てるものであり、その償還年限もその施設等の耐用年数を越えないこととされています。 

したがって、地方公共団体においては、受益と負担のバランスや財政規律が一定程度確保されるよう

に既に制度設計されていることに留意が必要です。 

純資産÷総資産×100 

34,922,609 千円÷49,512,921 千円＝70.5％ 

前年度は68.7％でしたので、負債が減少し、将来世代に利用可能な資産が増えたことになります。 

多くの自治体の平均値は50％～90％の間と言われています。 

②社会資本形成の世代間比率  ※貸借対照表を用います。 

事業用資産とインフラ資産、物品などの有形・無形固定資産のうち、町債等の占める割合を表したもの

です。この指標が高いほど将来の世代が負担する割合が高いことを表します。 

※地方債のうち、資産形成とならない特別な地方債は除いています。（例：臨時財政対策債等） 

 地方債残高（固定負債と流動負債の地方債合計）÷有形・無形固定資産×100 

8,993,798 千円÷40,617,754 千円＝22.1％ 

多くの自治体の平均値は 10％～40％の間と言われています。 

３ 財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか） 

     ①住民 1 人当たり負債額 ※貸借対照表を用います。 

      負債総額÷人口 

      14,590,312 千円÷37,363 人（H30.1.1 現在）＝391 千円 

      前年度は 421 千円でしたので、1 人あたりの負債額が減少となりました。 

 ②基礎的財政収支（プライマリーバランス）※資金収支計算書を用います。 

資金収支計算書の説明にて先述しましたが、地方債の収支を除いた収支を見ることで、毎年の行政運

営に係る経費を税収等の財源で賄われているかを表します。 

資金収支計算書の業務活動収支（地方債利息を除く）＋投資活動収支（基金を除く） 

      2,178,252 千円 +（-248,716 千円）＝1, 929,536 千円 

本町では 19 億 2 千 953 万 6 千円の黒字となっており、地方債に頼らない持続可能な財政運営であ

るといえます。 



 17 

     ③債務償還可能年数 ※資金収支計算書を用います。 

      実質債務（地方債、退職手当引当金等から充当可能基金等を控除したもの）が償還財源上限（資金収

支計算書における業務活動収支の黒字分）の何年分あるかを示す指標です。つまり、債務の償還に業務

活動によって生じた黒字全てを充当した場合に何年で債務を償還できるかと言うことです。債務償還能

力は、債務償還可能年数が短いほど高く、長いほど低いと言えます。 

      （地方債残高+退職手当引当金－充当可能基金）÷業務活動収支（臨時収支除く） 

      （14,139,099 千円-4,996,227 千円）÷2,073,842 千円＝4.4 年 

      多くの自治体の平均値は３～８年の間が平均値です。苅田町は前年度算定では 8.2 年となり、少し地

方債（将来世代）の負担が大きい状態でしたが、今年度は地方債残高が減少する一方、基金残高や業務

活動収支の改善により大きく改善しました。 

４ 行政サービスは効率的に提供されているか 

     ①住民１人当たり行政コスト ※行政コスト計算書を用います。 

      行政コスト計算書は地方公共団体の行政活動に係る人件費や減価償却を含めた物件費等の費用を発生

主義に基づきフルコストとして表示するもので、住民 1 人当たりの行政コスト計算書は行財政の効率化

を目指す際に効率化の度合いを測定するための 1 つの指標として見ることができます。 

      純行政コスト÷人口 

      11,493,242 千円÷37,363 人（H30.1.1 現在）＝308 千円 

      前年度の 296 千円と比較して１人あたりのコストは増加しました。 

５ 資産形成を行う余裕はどのくらいあるか 

     ①行政コスト対財源比率 ※純資産変動計算書、行政コスト計算書を用います。 

      財源に対する行政コストの比率を算出することによって、その年度の財源のうち、どれだけ資産形成

を伴わない行政コストに消費されたのかを把握することができます。この比率が 100％に近づくほど資

産形成の余裕度が低いと言えます。100％を超えると過去から蓄積した資産が取り崩されたか、翌年以

降の負担の増加となります。 

      純行政コスト÷純資産変動計算書のうち財源 

     11,493,242 千円÷12,293,300 千円＝93.5% 

     多くの自治体の平均値は 90％～110％の間が平均値です。平成 29 年度決算は、93.5％となり、翌

年度へ引き継ぐ資産が蓄積され、翌年度以降の負担も軽減されました。具体的には、町債残高が減少し

たことに加え、基金への積立てにより資産が増加しています。 
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６ 歳入はどのくらい税収等で賄われているか  

    ①受益者負担の割合 ※行政コスト計算書を用います。 

     行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担の金額ですので、

これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を算出すること

ができます。この数字は将来的には受益者負担が適正かどうかを検討する場合の 1 つの材料として使用

することが考えられます。 

     経常収益÷経常費用×100 

     478,579 千円÷12,032,238 千円 ＝4.0％ 

     多くの自治体の平均値は３～８％が平均値です。苅田町は平均値の間にありますが、比較的低い割合

になっています。 
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Ⅴ 参考資料 

１ 詳細な財務書類（一般会計等） 
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